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第１章　　労働委員会の組織





第１節 秋田県労働委員会委員（第４６期）
（任期　令和6年12月1日～令和8年11月30日）

（会　長） 平成24年12月1日

弁護士 (会長は今期首～)40期～

（会長代理） 令和4年12月1日

弁護士 (代理は今期首～)45期～

元　日本赤十字社秋田県支部 令和2年12月1日

事務局長 44期～

秋田県社会保険労務士会副会長 令和2年12月1日

特定社会保険労務士、行政書士 44期～

令和6年12月1日

弁護士 46期～

日本労働組合総連合会秋田県連合会 令和6年7月5日

会長 45期～

イオン東北労働組合本社支部 令和4年12月1日

支部長 45期～

秋田県教職員組合 令和6年12月1日

執行委員長 46期～

日本労働組合総連合会秋田県連合会 令和6年12月1日

事務局長 46期～

令和7年12月18日

46期～

一般社団法人秋田県経営者協会 令和4年6月27日

専務理事 44期～

吉田興業株式会社 平成16年12月1日

代表取締役社長 36期～

時田電機工業株式会社 令和元年6月3日

代表取締役社長 43期～

元　DOWAホールディングス株式会社 令和4年12月1日

取締役 45期～

日本精機株式会社 令和6年7月5日

監査役 45期～

第１章 労働委員会の組織

山 本 隆 弘

森 田 祐 子

梅 井 一 彦

堀 井 潤

現  職  等 就任年月日

会長

小 野 秀 人

吉 田 和 枝

時 田 祐 司

長 岐 和 恵

小 川 純

嵯 峨 文 子

小林久美子

曽 我 章 生

秋田県東北電力関連産業労働組合総連合会

加賀谷 進

豊 島 光 裕

区分 氏 名

公

益

委

員

労

働

者

委

員

使

用

者

委

員

佐 藤 和 貴
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第２節 秋田県労働委員会あっせん員候補者
令和７年１２月３１日現在

　会長

　会長代理

解任あっせん員

第３節 事務局職員

　事務局長 審査調整課長 審査チーム（３名）

調整チーム（３名）

総務チーム(兼務３名本務：監査委員事務局総務チーム)

(兼務体制は平成２０年度から）

氏 名 現 職 委 嘱 年 月 日 備 考

山 本 隆 弘 公 益 委 員 平成 24年 12月 3日

森 田 祐 子 公 益 委 員 令和 4年 12月 1日

梅 井 一 彦 公 益 委 員 令和 2年 12月 1日

堀 井 潤 公 益 委 員 令和 2年 12月 1日

長 岐 和 恵 公 益 委 員 令和 6年 12月 2日

小 川 純 労 働 者 委 員 令和 6年 7月 23日

加 藤 忠 浩 労 働 者 委 員 令和元年 12月 17日

嵯 峨 文 子 労 働 者 委 員 令和 4年 12月 1日

小林 久美子 労 働 者 委 員 令和 6年 12月 2日

曽 我 章 生 労 働 者 委 員 令和 6年 12月 2日

小 野 秀 人 使 用 者 委 員 令和 4年 6月 28日

吉 田 和 枝 使 用 者 委 員 平成 16年 12月 1日

時 田 祐 司 使 用 者 委 員 令和元年 6月 25日

加 賀 谷 進 使 用 者 委 員 令和 4年 12月 1日

豊 島 光 裕 使 用 者 委 員 令和 6年 7月 23日

高 橋 一 満 事 務 局 長 令和 7年 4月 22日

加 賀 谷 修 審 査 調 整 課 長 令和 7年 4月 22日

杉 山 明 生 審 査 調 整 課 長 令和 7年 4月 22日

　労働委員会の事務を処理するため、労働組合法第19条の12第6項で準用する第19条の11第1
項の規定に基づいて事務局が設置されています。本県労働委員会の事務局の体制は次のとお
りであり、職員数は11名です。（会計年度任用職員1名を除く。）

氏 名 前 職 解 任 年 月 日

石 川 修 事 務 局 長 令和 7年 4月 22日
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第２章　　活　動　状　況





第１節 会議
１ 総会

（１）報告事項

　 ①集団労働関係紛争あっせん事件の申請について

　　　・令和６年（調）第２号事件

②労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）

③２０２５年１月例会の労委労協命令研究会（１／２３）に

　ついて

（２）その他

①秋田明徳館高校における出前講座（３／１４）について

（１）報告事項

①集団労働関係紛争あっせん事件の終結について

　・令和６年（調）第２号事件

②労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）

③令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会

　について

④秋田中央高校における出前講座（１／２９）について

⑤秋田明徳館高校(通信制）における出前講座（２／２）に

　ついて

⑥２月県議会における質疑応答について

（２）その他

①令和７年度諸会議の日程と出席委員（案）について

②令和７年度総会の日程（案）について

③「Ｇｏｏｇｌｅカレンダー」での予定管理について

７．３．２５ （１）付議事項

１１２７ 　 ①令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会

　　　に係る議題について

②令和７年度総会の日程（案）について

第２章 活 動 状 況

種別

回

定例 ７．１．２８

１１２６

定例

年 月 日 付 議 事 項 等

１１２５

定例 ７．２．２５
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（２）報告事項

①個別労働関係紛争あっせん事件の申請について

　・令和７年（個）第１号事件

②労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）

③全国労働委員会連絡協議会臨時（第２回）運営委員会

　(３／１１)について

④大森民生児童委員協議会における出前講座(２／２６)につ

　いて

⑤秋田ふれあいこまち会における出前講座(３／１)について

⑥秋田明徳館高校（定時制）における出前講座(３／１４)に

　ついて

（３）その他

①令和７年度諸会議の日程と出席委員について

②令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会

　研修課題等について

③事務局職員の異動等について

７．４．２２ （１）付議事項

①あっせん員候補者の委嘱及び解任について

（２）報告事項

①個別労働関係紛争あっせん事件の経過について

　・令和７年（個）第１号事件

②労委労協命令研究会(４／８)について

③労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）

④ブロック労働者委員連絡協議会幹事会(４／８～９)につい

　て

⑤全労委使用者委員連絡会議幹事会(４／１４)について

（３）その他

①令和７年度研修計画について

②秋田県労働委員会あっせん員候補者名簿について

③令和７年度総会の日程について

④令和７年度労働委員会諸会議等出席予定表について

年 月 日 付 議 事 項 等
種別

回

定例

１１２８
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（１）報告事項

①不当労働行為救済申立事件の申立てについて 

　・令和７年（不）第１号事件

②個別労働関係紛争あっせん事件の終結について

　・令和７年（個）第１号事件

③個別労働関係紛争あっせん事件の申請について

　・令和７年（個）第２号事件

④労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　　 　実情調査結果（公益事業）について

⑤春闘全自交交渉状況について

⑥県議会建設委員会の勉強会（５／１５）について

⑦令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会運営

　委員会について

⑧令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会

　について

⑨倉部稲穗氏（元使用者委員）の旭日双光章の受章について

　について

（１）報告事項

①不当労働行為救済申立事件の経過について

　・令和７年（不）第１号事件

②個別労働関係紛争あっせん事件の経過について

　・令和７年（個）第２号事件

③令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会

　について

④２０２５年度北海道・東北ブロック労委労協総会・研究会

　について

⑤令和７年度全国労働委員会会長連絡会議について

⑥労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）について

⑦６月議会における質疑応答について

種別

回

定例 ７．５．２７

定例 ７．６．２４

１１３０

年 月 日 付 議 事 項 等

１１２９
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（２）その他

①委員研修について

②委員旅費について

（１）報告事項

①不当労働行為救済申立事件の経過について

　・令和７年（不）第１号事件

②第６８９回公益委員会議の概要について

③個別労働関係紛争あっせん事件の経過について

　・令和７年（個）第２号事件

④全国労働委員会連絡協議会第３回運営委員会について

⑤労働委員会制度創設８０周年記念行事第３回企画委員会に

　ついて

⑥２０２５年度命令研究会について

⑦全労委使用者委員連絡会議第２回幹事会について

⑧労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）について

（２）その他　

①令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会研修

　会の開催及び研修課題について

②委員旅費について

（１）報告事項

１１３２ ①不当労働行為救済申立事件の経過について

　・令和７年（不）第１号事件

②個別労働関係紛争あっせん事件の終結について

　・令和７年（個）第２号事件

③労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）について

④日本郵便株式会社における出前講座（７／３１）について

（２）その他

①第８０回全国労働委員会連絡協議会総会及び令和７年度公

　労使委員合同研修、公労使委員個別紛争専門研修について

１１３１

定例

年 月 日 付 議 事 項 等
種別

回

定例 ７．７．２２

７．８．２６
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②個別労働紛争処理制度の周知月間における街頭宣伝につい

　て

③個別労働紛争処理制度の周知月間における労働相談会の試

　行について

④県外出張に係る委員旅費の取扱いについて

（１）報告事項

①不当労働行為救済申立事件の経過について

　・令和７年（不）第１号事件

②労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）について

③令和７年度公労使合同研修について

④決算審査における質疑応答について

（２）その他

①「街頭宣伝」（１０／３）に関する諸連絡について

②「労働相談会」（１０／２８）に関する諸連絡について

（１）報告事項

１１３４ ①不当労働行為救済申立事件の経過について

・令和７年（不）第１号事件

②個別労働関係紛争あっせん事件の申請及び終結について

・令和７年（個）第３号事件

・令和７年（個）第４号事件

・令和７年（個）第５号事件

③労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）について

④２０２５年度命令研究会について

⑤外国人労働相談のロールプレイ演習について

⑥特別養護老人ホーム（広青苑）における出前講座

　（１０／１６）について

⑦９月議会及び決算特別委員会における質疑応答について

（２）その他

①定例総会等における資料のペーパーレス化について

②労働相談会の試行に係る応募状況について

種別

回

定例 ７．９．１６

１１３３

定例 ７.１０.２８

年 月 日 付 議 事 項 等
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（１）報告事項

①不当労働行為救済申立事件の経過について

・令和７年（不）第１号事件

②個別労働関係紛争あっせん事件の経過について

・令和７年（個）第５号事件

③労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）について

④令和７年度北海道及び東北６県労働委員会連絡協議会研修

　会（１０／３０～３１）について

⑤令和７年度東北地区労使関係セミナー(１１／７)について

⑥第３回全労委使用者委員連絡協議会幹事会(１１／１２)

　について

⑦令和７年度全国労働委員会連絡協議会公益委員連絡会議

　（１１／１３）について

⑧第６８回全国労働委員会労働者側委員連絡協議会総会

　（１１／１３）について

⑨第２６回全労委使用者委員連絡会議総会・応用研修会

　（１１／１３）について

⑩第８０回全国労働委員会連絡協議会総会

　（１１／１３～１４）について

⑪労働委員会制度創設８０周年記念行事第４回企画委員会

　（１１／１３）について

⑫全国労働委員会連絡協議会第１回運営委員会(１１／１４)

　について

⑬令和７年度労働委員会諸会議等出席予定表について

（２）その他

①　労働相談会の試行について

（１）報告事項

①不当労働行為救済申立事件の経過について

・令和７年（不）第１号事件

② 第６９０回公益委員会議の概要について

種別

回

定例 ７.１１.２５

付 議 事 項 等

１１３５

定例 ７.１２.１６

１１３６

年 月 日

8



③個別労働関係紛争あっせん事件の終結について

・令和７年（個）第５号事件

④労調法第３７条に基づく争議行為予告通知の受理及びその

　実情調査結果（公益事業）

⑤令和７年度公労使委員個別紛争専門研修について

⑥１２月議会における質疑応答について

⑦労働相談会の試行（第２回目）について

年 月 日 付 議 事 項 等
種別

回

9



２ 公益委員会議

（１）付議事項

　　労働組合の資格審査（不当労働行為救済申立て）について

　 ・秋労委令和７年（資審）第１号

（１）付議事項

　　労働組合の資格審査（労働者委員候補者推薦）について

・秋労委令和７年（資審）第２号

　審　　議　　事　　項

第689回 ７．６．２４

第690回 ７．１１．２５

回 年　月　日

10



３ 連絡会議 

○　全国会議開催状況

  （１）　全国労働委員会事務局長連絡会議

令和７年６月１２日（木）

和歌山県和歌山市「ダイワロイネットホテル和歌山」

①　審査概況等について

②　調整事件等の概況について

③　議題懇談「外国人労働者に係る事案への対応について」

④　議題懇談「事務局職員の人材育成等について」

（２）　全国労働委員会会長連絡会議

令和７年６月１３日（金）

和歌山県和歌山市「ダイワロイネットホテル和歌山」

演題：「今後の労働基準関係法制の検討課題」

講師：明治大学法学部教授

  中央労働委員会公益委員　山川　隆一

「和解の取組について」（中労委提案）

（３）　全国労働委員会事務局審査主管課長会議

令和７年１０月２３日（木）

東京都港区「労働委員会会館」

①　労働組合法第２条の「主体」性について

②　労働委員会の民事訴訟のＩＴ化への対応について

③　労働委員会事務局における人材確保・育成について

（４）　全国労働委員会事務局調整主管課長会議

令和７年１０月２４日（金）

東京都港区「労働委員会会館」

①　調整業務の運営について（中央労働委員会）

②　都道府県労働委員会からの事例報告等

③　都道府県労働委員会からの業務報告

期　　日

場　　所

議　　題

期　　日

場　　所

講　　演

議題懇談

期　　日

場　　所

議　　題

期　  日

場　　所

議　　題
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（５）　第８０回全国労働委員会連絡協議会総会

令和７年１１月１３日（木）～１４日（金）

東京大学大講堂（安田講堂）

厚生労働大臣挨拶、運営委員長報告、事務局長報告、次期運営委員指名

演題：「労働委員会委員にとってのＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴ：職業能力開

　　　発の理想と現実」

講師：元中央労働委員会会長　法政大学名誉教授　諏訪康雄氏

①　働き方が変化する中での今後の労働委員会のあり方について

②　コロナ禍の教訓から学ぶ

期　　日

場　　所

議　　事

記念講演

議　　題
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○　ブロック会議開催状況

  （１）　北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会

令和７年６月９日（月）～１０日（火）

青森県青森市「ホテル青森」

①　令和６年取扱事件とその傾向及び特異事件について＜資料交換＞

②　令和６年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会決算について

③　令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会予算（案）に

　ついて

④　北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会の監事の選任について

⑤　次期全国労働委員会連絡協議会運営委員の選出について

⑥　令和８年度総会及び研修会の開催時期及び開催地について

①　「経営協議会」と並行して行う団体交渉における不当労働行為の

　成否について

②　人事異動に伴う降任について

（２）　北海道及び東北六県労働委員会会長連絡会議

令和７年６月９日（月）

青森県青森市「ホテル青森」

①　書面による運営委員会において事前に承認された事項について

　（報告）

　・令和７年度総会の日程及び議題等について

　・次期全国労働委員会連絡協議会運営委員の選出について

　・令和８年度総会及び研修会の開催時期及び開催地について

②　北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会の監事の選任について

（３）　北海道及び東北六県労働委員会事務局長連絡会議

令和７年６月９日（月）

青森県青森市「ホテル青森」

①　令和７年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会予算（案）

　及び負担金の取扱いについて

②　北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総会の運営について

　【岩手県提案】

期　　日

場　　所

議　　題

研修課題

期　　日

場　　所

議　　題

期　　日

場　　所

議　　題
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（４）　北海道・東北六県労働委員会事務局連絡会審査・調整課長連絡会議

令和７年８月２９日（金）

岩手県労働委員会委員室

審査事件における和解事例集の作成について

（１）－①　確定命令の履行確認について

（１）－②　個別あっせん事件による合意事項に係る履行状況の確認に

　　　　　　ついて

（１）－③　個別的労使紛争に係るあっせんのあっせん申請の申立期間

　　　　　　について

（１）－④　個別労使紛争あっせんの事務フロー等について

（１）－⑤　個別労働関係紛争のあっせんを申請した（あっせんの相談

　　　　　　をした）労働者に対する事業主の不利益取扱いについて

（２）－①　審査・調整事件に係る総会資料等での個人情報の表記につ

　　　　　　いて

（２）－②　審査・調整事件に係る個人情報を含む資料の委員との情報

　　　　　　のやりとりの方法について

（２）－③　ブロック総会・研修会の研修課題や、審査・調整事件に関

　　　　　　する委員の研修方法について

（２）－④　ブロック総会・研修会開催に係る会場の確保等について

（２）－⑤　「地方公営企業等の労働関係に関する法律」の適用を受け

　　　　　　る労働組合の動向把握について

（２）－⑥　総会・公益委員会議におけるＷｅｂ会議の開催について

（２）－⑦　北海道・東北六県労働委員会連絡協議会総会及び研修会に

　　　　　　おける研修課題の作成状況について

（２）－⑧　不当労働行為事件の審査機能の維持・向上について

（５）　北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会研修会

令和７年１０月３０日（木）～１０月３１日（金）

北海道札幌市「札幌グランドホテル」

①　新賃金体系に合意しなかった労働組合の組合員に対して協定外時間

　外勤務やシフト変更等を認めなかったことは、労組法第7条第1号等の

　不当労働行為に該当するか。

②　求人票を見て応募し、採用された労働者が、会社と管理職該当性及

　び具体的な職務内容等で争いとなり、解雇された事案への対応

演題：労働基準法改正に向けた動きと課題

講師：水町勇一郎　氏

　　　（早稲田大学法学部教授、東京都労働委員会会長代理）

場　　所

議　　題

講　　演

期　　日

場　　所

　提案議題

研修議題

期　　日
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４ 研修

○　委員研修

（１）　公労使新任委員合同研修（全労委主催）

　　　 令和７年９月４日（木）～５日（金）

東京都港区「女性就業支援センターホール」　全体研修

東京都港区「労働委員会会館」　独自研修（公益、労働者委員）

東京都港区「ＡＰ新橋」　独自研修（使用者委員）

（２）　東北地区労使関係セミナー（中労委主催）

令和７年１１月７日（金）

青森県青森市「青森県観光物産館アスパム」

（３）　公労使委員個別紛争専門研修（全労委主催）

令和７年１２月１日（月）～２日（火）

東京都千代田区「全国都市会館」

○　事務局職員研修

（１）　事務局職員中央研修（中労委主催）

令和７年６月９日（月）～１０日（火）

東京都港区「労働委員会会館」

（２）　事務局職員専門研修（中労委主催）

令和７年１１月２５日（火）～２８日（金）

東京都北区「西ヶ原研修合同庁舎」

期　　日

場　　所

期　　日

場　　所

期　　日

場　　所

期　　日

場　　所

期　　日

場　　所
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第２節 不当労働行為事件の審査

１ 概要
令和７年に係属した不当労働行為事件は、新規申立てが１件あった。

（１） 取扱状況

第１表 年別不当労働行為事件取扱件数

(イ)

（ア）

救

済

率

3 1 1 2 1 1 1 50 1

4 1 1 1 1 100 1 100

5

6

7 1 1 1

（注）

（注）　（ア）、（イ）とも、小数点以下は切り捨てて表示している。

棄

却

却

下

（単位：件、％）

係属件数 終　結　件　数

取下・和解 命 令 ・ 決 定 繰

越

終

結

計

計

終

結

率

無

関

与

和

解

関

与

和

解

計

全

部

救

済

一

部

救

済　年

繰

越

新

規

計

取

下

（ア） 救済率 ＝ ×100

（イ） 終結率 ＝ ×100

（全部救済件数　＋　一部救済件数×0.5）

命令・決定件数

終結件数

係属件数

区
分
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（２） 申立状況
　　　　令和３～７年に係属した新規申立て事件の産業別・企業規模別の状況は、次のと

　　　おりである。

第２表 年別業種別申立件数

金

属

製

品

木

製

品

そ

の

他

鉄

道

業

道

路

旅

客

道

路

貨

物

そ

の

他

3 1 1

4

5

6

7 1 1

 年

3

4

5

6

7

（単位：件）

製 造 業 運 輸 業

第３表 年別企業規模別申立件数 （単位：件）

計

計

1 1

49人以下 50～99人
100～
 499人

500～
 999人

1,000人
以上

1 1

　年

農

林

水

産

業

鉱

業

建

設

業

電

気

・

ガ

ス

・

水

道

業

情

報

通

信

業

卸

売

業

・

小

売

業

金
融
・
保
険
・
不
動
産
業

飲

食

店

・

宿

泊

業

教

育

・

学

習

支

援

業

医

療

・

福

祉

複

合

サ

ー

ビ

ス

事

業

サ

ー

ビ

ス

業

公

務

そ

の

他

業
種

区分
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（３） 審査状況
　　　　令和７年に係属した事件の審査状況は、次のとおりである。

第４表 事件別審査状況一覧表 （単位：回、人）

4

4

（４） 終結状況及び審査期間の目標達成状況
　　　　令和７年に終結した事件はなかった。

  　　　　なお、当委員会では、平成１７年度から審査期間の目標を設定している
（当初は１年６ヵ月、現在は１年）。

第５表 年別平均処理日数 （単位：日）

区分

　年

(1) 152 (1) 152

(1) 448 (1) 448

（注）（　）は終結件数、総平均の端数（日数）は切り捨て。

備　考

７（不）１サービス業 係属中

事件番号 業 種 調査回数 審問回数
証人等数
（延べ）

計

内 訳

4

5

6

7

総平均
命令・決定

和 解 ・ 取 下

取 下 関 与 和 解 無関与和解

3
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２ 不当労働行為事件の概要

不当労働行為事件一覧表

令
和
７
年

１ Ｙ不当労働行
為救済申立事
件（サービス
業）

Ｘ組合 Ｙ会社 ７．５．２３ 1 誠実な団体交渉
2 支配介入の禁止
3 文書手交・掲示

請求する
救済の内容

事件番号
事件名
（業種）

申立人 被申立人 申立年月日

20



4 －

終　結　概　要 審査委員

年月日 処理日数 内容 参与委員

・被申立人は組合代表一
人だけを相手に交渉は行
わない、組合組織や組合
員情報について説明がな
ければ交渉には応じられ
ないなどとして、団交拒
否や不誠実な対応を繰り
返してきた。
・被申立人は組合員への
攻撃的言動や知人をとお
して組合脱退を働きかけ
るなど、組合員に対する
不当な差別や支配介入を
行なった。
（２・３）

－ － 係属中 山　本

森　田

嵯　峨

加賀谷

申立概要
(労働組合法第7条該当号)

調
査

審
問

備　考
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第３節 不当労働行為事件の再審査

１ 概 要
　　　令和７年に再審査事件として中央労働委員会に係属した事件はなかった。

第４節 行政訴訟

１ 概 要
　　　令和７年に行政訴訟事件として裁判所に係属した事件はなかった。

第５節 労働組合の資格審査

１ 概 要
　　令和７年に係属した資格審査は、新規申請が２件であった。その内訳は、不当労働行

　為救済申立てに係るものが１件で翌年に繰越し、労働者委員候補者推薦に係るものが１

　件で適合決定により終結した。

第１表 年別労働組合資格審査状況
区分

 年
繰越 新規 計

取　下
打　切

適合 不適合 計

3 1 1 2 1 1 1

4 1 2 3 3 3

5 1 1 1 1

6 4 4 4 4

7 2 2 1 1 1

(単位：件）

係 属 終 結

繰越
補正
勧告
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第２表 年別係属理由別審査状況

取扱計 適合 取扱計 適合 取扱計 適合 取扱計 適合 取扱計 適合

3 2 2

4 2 2 1 1 3 3

5 1 1 1 1

6 3 3 1 1 4 4

7 1 1 1 2 1

２ 労働組合資格審査取扱一覧表

第６節 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項に基づく認定
・告示

１ 概 要
　　令和７年に係属した地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の規定に

　基づく認定・告示はなかった。

（単位：件）

委員推薦 不当労働行為 法人登記 総会決議 合 計

R7.11.25 適合

終結状況

年月日 内　容

－ 係属中

資格審査番号
申　請
年月日

申 請 理 由

令和７年（資審）第２号 R7.11.10
労 働 者 委 員
候 補 者 推 薦

令和７年（資審）第１号 R7.5.23
不当労働行為
救 済 申 立 て

区分

年

23



第７節 労働争議の調整等

１ 調整事件

 （１）概 要
　令和７年に新規に取り扱った調整事件はなかった。

第１表 調整事件取扱件数

繰

越

新

規

計

繰

越

新

規

小

計

不

開

始

移

管

取

下

解

決

打

切

繰

越

繰

越

新

規

小

計

繰

越

新

規

小

計

2 2 2 2 1 1

1 1 1 1 1

1 2 3 1 2 3 2 1

1 1 1 1 1

(注）調停は平成６年を最後に、仲裁は昭和４９年を最後に、それ以降、取扱実績はない。

4

5

6

7

年

（単位：件）
あ っ せ ん

件数 取扱結果（左の内訳）

3

取扱総数
調 停
件 数

仲 裁
件 数

区分
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第２表 年別調整事項件数（新規）

3 2 1 1 1

4

5 1 2

6 2 1 1 2 1 3

7

（注）調整事項が複数にわたるものがあるため、事件数とは一致しない。

第３表 業種別件数（新規） （単位：件）

金

属

製

品

木

製

品

そ

の

他

鉄

道

業

道

路

旅

客

道

路

貨

物

そ

の

他

3 1 1 2

4

5 1 1

6 2 2

7

サ

ー

ビ

ス

業

公

務

そ

の

他

計

製 造 業 運 輸 業

年

計

年

農

林

水

産

業

鉱

業

建

設

業

電

気

･

ガ

ス

・

水

道

事

業

情

報

通

信

業

卸

売

業

・

小

売

業

金

融

・

保

険

・

不

動

産

業

飲

食

店

・

宿

泊

業

教

育

・

学

習

支

援

医

療

・

福

祉

複

合

サ

ー

ビ

ス

事

業

5

3

10

（単位：件）
経 済 的 事 項 非 経 済 的 事 項

賃上げ一時金
諸手当
その他
賃金

その他
団交
促進

労働
協約

解　雇
配転
出向

その他

調整

事項

業種
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第４表 組合員及び企業規模別件数（新規）

組合員 2 2

従業員 2 2

組合員

従業員

組合員 1 1

従業員 1 1

組合員 2 2

従業員 2 2

組合員

従業員

第５表 申請者別件数（新規） （単位：件） 第６表 平均所要日数

使用者 労働者 双方 あっせん 調　停

2 3 70

4 －

1 5 －

2 6 86

7 60

第７表 解決率 （単位：％）

あっせん 調　停

50

－ （注）

－

100

1007 　　（繰越事件は､翌年に計上する。）

解決件数

6 解決件数＋打切件数

30人未満 30～49人 50～99人

(注)所要日数は、申請日から終結ま
での日数である。端数は切り捨て。
不開始及び取下げは除く。繰越事件
は、翌年に計上する。

解決率＝ ×100

4

5

6

7

3

（単位：件）

3

4

5

7

4

5

6

100～
 199人

200～
 299人

300人以上 計

3

年

年 年

区分

区分

区分

規模

区分

(単位：日)

年
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（２） 調整事件一覧表

調 整 調整員
申 請 指名年月日

業 種 申請者 調整事項
調整員番号 区分 年月日

６-２ あっ サービス業 労 働 R6.12.24 ・２０２４年度の賃上 R7. 1.17
せん 組 合 げについて、一人

１０,０００円とす （公）山 本
ること （公）森 田

・賃金(手当)カットさ （労）嵯 峨
れた組合員の賃金を （使）加賀谷
従前どおりに回復さ
せること

・６５歳からの雇用延
長について、希望者
は全員雇用延長する
こと

・給与表を明示するこ
と

・上記への回答を文書
で行うこと

（注 ・事件番号は、暦年で付している。）
・ 不開始」及び「取下」で終結した事件については、所要日数を算定していない。「

28



終結年月日 所 要
労働者側の主張 使用者側の主張

終結区分 日 数

・２０２４年度の賃上げについ ・２０２４年度について、追加で R7. 2.21 60日
て、一人１０,０００円とする 昇給額を増やす考えはない。
こと。 解 決

・１１月賃金から 「車輌担当手 ・両者（両手当）とも、業務の実、
当 「運転手当」をカットされ 態が支給要件に合致しなくな」
た組合員がいる。これらは実質 り、従業員間の給与格差の縮小
的に生活給であるので、回復さ や担当手当の明確化を進めるた
せること。 めにカットしたものである。

・６５歳からの雇用延長につい ・６５歳以上について、希望者全
て、組合員だけが対象外になる 員の雇用はできない。
のではないかとの懸念がある。
希望者全員を７０歳までの雇用
延長の対象とすること。

・会社は給与体系の見直しを行っ ・従業員の給与明細は社外秘であ
ているということだが、現在及 る。また、給与体系（昇給）の
び今後の給与体系を明らかにす 考え方の見直しについては 見、「
ること。 直しにより従業員間の賃金の格

差を縮小させる」といった説明
はできる。
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２ 公益事業の争議行為予告及び実情調査

（１） 公益事業の争議行為予告
　　　令和７年の労働関係調整法（以下「労調法」）第３７条の規定に基づく争議行為

　　予告件数は、中労委受付分５７件、当労委受付分８件の合計６５件であった。

　　　これを業種別にみると、道路貨物、航空運輸などの運輸事業が４２件（６４．６

　　％）と最も多く、次いで多いのが、医療又は公衆衛生事業の２０件（３０．８％）

　　であった（第１表）。

　　　争議事項別にみると、賃上げ、一時金などの経済的事項が６２件（９５．４％）、

　　労働条件などの非経済的事項が３件（４．６％）であった（第２表）。

（２） 実情調査
　　　令和７年に実施した公益事業に係る実情調査件数は、４３件であった。

　　　これを業種別にみると、運輸事業が２１件（４８．８％）、医療又は公衆衛生

　　事業が２０件（４６．５％）、郵便又は電気通信事業と、水道、電気又はガス供

　　給事業がそれぞれ１件（２．３％）であった。

　　　また、争議事項別にみると、賃上げ、一時金などの経済的事項が４１件（９５．

　　３％）、労働条件など非経済的事項が２件（４．７％）であった（第３表）。

　　　なお、実際に争議行為を実施したのは４組合であったが、保安要員を配置する等

　　の対策を講じていたため、県民生活への影響はほぼなかった。

３ 公益事業以外の労働争議の実情調査
　　　令和７年に実施した公益事業以外の労働争議に係る実情調査件数は、４件であっ

　　た。

　　　これらは、秋田市内のハイ・タク業４社（全自交加盟）の賃上げ等に係る労働争

　　議について、公益事業に準ずるものとして、労働委員会規則第６２条の２第１項後

　　段の規定に準じて調査したものである（第４表）。
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第１表 業種別争議行為予告件数

鉄

道

業

道

路

旅

客

道

路

貨

物

航

空

運

輸

そ

の

他

小

計

水

道

電

気

ガ

ス

医

療

業

公

衆

衛

生

事

業

中 労 委 57 1 4 14 20 3 42 2 1 10 2

秋 労 委 8 8

計 65 1 4 14 20 3 42 2 1 18 2

第２表 争議事項別争議行為予告件数

賃

上

げ

夏

季

一

時

金

年

末

一

時

金

年

間

一

時

金

そ

の

他

賃

金

そ

の

他

小

計

団

交

促

進

労

働

協

約

解

雇

そ

の

他

小

計

中 労 委 57 36 9 8 1 54 3 3

秋 労 委 8 3 1 3 1 8

計 65 39 10 11 1 1 62 3 3

経 済 的 事 項 非 経 済 的 事 項

　　　　業種

 受付労委

予

告

件

数

郵
便
又
は
電
気
通
信
事
業

　
　　争議事項

受付労委

予

告

件

数

（単位：件）

運 輸 事 業
水 道 、 電 気
又はガス供給
事 業

医 療
又 は
公衆衛生
事 業

（単位：件）

31



第３表 争議行為予告に係る実情調査件数（公益事業関連） （単位：件）

鉄

道

業

道

路

旅

客

道

路

貨

物

航

空

運

輸

そ

の

他

小

計

水

道

電

気

ガ

ス

公

衆

衛

生

事

業

賃 上 げ 1 2 6 1 10 1 1 13 (3) 2 27 (3)

夏季一時金 4 4 1 (1) 5 (1)

年末一時金 4 4 3 (3) 7 (3)

年間一時金 1 (1) 1 (1)

その他賃金

そ の 他 1 1 1

計 1 2 14 2 19 1 1 18 (8) 2 41 (8)

団 交 促 進

労 働 協 約

解 雇

配転・出向

そ の 他 2 2 2

計 2 2 2

1 4 14 2 21 1 1 18 (8) 2 43 (8)

第４表 公益事業以外の労働争議の実情調査件数

道路旅客運送業
（ハイ・タク業）

　全自交秋田地連加盟
　秋田市内タクシー
　労働組合　４件

賃 上 げ

経

済

的

事

項

（注）
　第１表・第２表において、予告件数６５件のうち航空運輸業２０件は、秋田県内に執行機関がな
い組合に係るものであるため、実情調査を行っていない。また、全国港湾労働組合連合会からの予
告通知については、下部団体である全日本港湾労働組合からの予告通知に係る調査対象労働組合と
同一であるため、実情調査を省略している。
　なお、第３表における(　)は、当労委の受付分(内数)である。

事 業 件 数 要 求 事 項 争 議 行 為 の 形 態

合 計

 
　　　　　　　業種

　争議事項

郵
便
又
は
電
気
通
信
事
業

計

非

経

済

的

事

項

運 輸 事 業
水道、電気
又 は ガ ス
供 給 事 業

医 療 又 は
公衆衛生事業

医

療

業
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４ 労調法第３７条に基づく公益事業に係る争議行為の予告状況一覧表

第１表  業種別予告件数

53 2 4 14 16 4 40 1 1 9 2

３ 6 6

59 2 4 14 16 4 40 1 1 15 2

50 2 4 13 17 2 38 1 1 9 1

４ 6 6

56 2 4 13 17 2 38 1 1 15 1

54 2 4 14 19 2 41 1 1 9 2

５ 6 6

60 2 4 14 19 2 41 1 1 15 2

53 1 4 13 22 2 42 1 1 8 1

６ 6 6

59 1 4 13 22 2 42 1 1 14 1

57 1 4 14 20 3 42 2 1 10 2

7 8 8

65 1 4 14 20 3 42 2 1 18 2

年

 
　　業種別

予
 
告
 
件
 
数

郵
便
又
は
電
気
通
信
事
業

鉄

 
道

 
業

道

路

旅

客

道

路

貨

物

航

空

運

輸

そ

 
の

 
他

小

　
　
計

秋労委

計

中労委

秋労委

計

計

中労委

秋労委

計

中労委

中労委

秋労委

計

中労委

秋労委

（単位：件）

運 輸 事 業
水道、電気又は
ガス 供給 事業

医療又は
公衆衛生事
業

 

受付

水

 
 
道

電

 
 
気

ガ

 
 
ス

医

 
療

 
業

公

衆

衛

生

事

業
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第２表 争議事項別予告件数

53 24 8 11 43 2 8 10

３ 6 2 2 2 6

59 26 8 13 2 49 2 8 10

50 24 8 12 44 2 4 6

４ 6 2 2 2 6

56 26 8 14 2 50 2 4 6

54 31 8 10 49 5 5

５ 6 2 2 2 6

60 33 8 12 2 55 5 5

53 34 8 9 1 52 1 1

６ 6 2 2 2 6

59 36 8 11 2 1 58 1 1

57 36 9 8 1 54 3 3

７ 8 3 1 3 1 8

65 39 10 11 1 1 62 3 3

そ

 
の

 
他

小

　
　
計

計

中労委

秋労委

計

年

    争議事項

中労委

秋労委

計

中労委

秋労委

秋労委

計

中労委

秋労委

計

（単位：件）

経済的事項 非経済的事項

 

 
 受付

中労委

予
 
告
 
件
 
数

賃

 
上

 
げ

夏

季

一

時

金

年

末

一

時

金

年

間

一

時

金

そ

の

他

賃

金

そ

 
の

 
他

小

　
　
 
計

団

交

促

進

労

働

協

約

解

　
　
雇
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第８節 個別労働関係紛争のあっせん

１ 概 要
　　令和７年に取り扱った個別労働関係紛争のあっせんは、新規係属事件が５件で

　あり、終結状況は、解決が３件、打切が１件、不開始が１件であった（第１表）。

　　紛争内容別では、「経営又は人事」に関する事項が１件、「労働条件等」に関

　する事項が１件、「職場の人間関係」に関する事項が４件であった（第２表）。

　　業種別では、「卸売業、小売業」が１件、「金融・保険・不動産業」が１件、

　「医療・福祉」が２件、「サービス業」が１件であった(第３表)。

　　企業規模別では、従業員数「３０人未満」が１件、「３０～４９人」が１件、

　「５０～９９人」が２件、「２００～２９９人」が１件であった（第４表）。

　　申請者別では、労働者側からの申請が５件であった（第５表）。

第１表 個別労働関係紛争のあっせん事件取扱件数

繰

越

新

規

計

解

決

取

下

不

開

始

繰

越

28 6 6 4 (3) 2

29 2 3 5 1 4 (2)

30 2 2 1 1

元

2

3 1 1 1 (1)

4 2 2 2

5 2 2 1 1

6 1 1 1

7 5 5 3 1 1

（注）　（　）は、被申請者があっせんに参加しなかった件数（内数）

(単位：件）

件　　数 内　　訳

打

切

区分

年
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第２表 個別労働関係紛争のあっせん事件の紛争内容別件数（新規）

　経営又は人事 1 1 1 1 4

ア 解雇 1 1 1 3

イ 配置転換、出向・転籍

ウ 復職

エ 懲戒処分

オ 退職 1 1

カ 勤務延長、再雇用

キ その他経営又は人事

　賃金等 1 1

ク 賃金未払い 1 1

ケ 賃金増額

コ 賃金減額

サ 一時金

シ 退職一時金

ス 解雇手当

セ 休業手当

ソ 諸手当

タ その他賃金

チ 年金(企業年金・厚生年金等）

　労働条件等 1 1

ツ 労働契約

テ 労働時間

ト 休日・休暇

ナ 年次有給休暇

ニ 育児休業・介護休業

ヌ 時間外労働

ネ 安全・衛生

ノ 福利厚生制度

ハ 社会保険

ヒ 労働保険

フ その他の労働条件等 1 1

　職場の人間関係 3 1 4 8

ヘ セクハラ 1 1

ホ パワハラ・嫌がらせ 2 1 4 7

　その他

マ その他

計 1 4 2 1 6 14

（注）紛争内容が複数にわたる場合、該当する項目にそれぞれ計上するため、事件数とは一致
しない。

（単位：件）

3 4 5 6 7 計年
紛争内容
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第３表 業種別件数（新規） （単位：件）

 業種

金

属

製

品

木

製

品

そ

の

他

鉄

道

業

道

路

旅

客

道

路

貨

物

そ

の

他

3 1 1

4 1 1 2

5 1 1 2

6 1 1

7 1 1 2 1 5

第４表 企業規模別件数（新規） （単位：件）

1

2

2

1

5

第５表 申請者別件数（新規）（単位：件）

100～
　199人

200～
　299人

300人以上 計

使用者 労働者 双　方

1

6 1

複

合

サ

ー

ビ

ス

事

業

サ

ー

ビ

ス

業

公

務

そ

の

他

計

卸

売

業

・

小

売

業

金

融

・

保

険

・

不

動

産

業

飲

食

店

・

宿

泊

業

教

育

・

学

習

支

援

業

医

療

・

福

祉

農

林

水

産

業

鉱

業

建

設

業

電

気

・

ガ

ス

・

水

道

業

情

報

通

信

業

30人未満 30～49人 50～99人

6 1

7 5

4 2

5 2

7 1 1 2

区分

 年

3 1

5 1 1

4 2

製造業 運輸業

区分 

 年

3 1

年
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第６表 平均所要日数    （単位：日） 第７表 解決率     （単位：％）
年 所 要 日 数 年

3 32 3

4 － 4

5 51 5

6 55 6

7 54 7

解決件数

解決件数＋打切件数

　（繰越事件は、翌年に計上する。）

75

（注）所要日数は、申請日から終結まで
　　　の日数である。端数は切り捨て。
　　　不開始及び取下げは除く。
　　　繰越事件は、翌年に計上する。

（注）
　　解決率＝ ×100

解 決 率

0

－

50

100
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２ 個別労働関係紛争のあっせん事件一覧表

あっせん員

指名年月日事 件 申 請

業 種 申請者 あっせん事項

番 号 年月日 あっせん員

（ ）あっせん員予定者

７-１ 医療、福祉 労働者 R7. 2.25 ・経済的な損失と精神的 R7. 3.24

苦痛に対する損害賠償

（公）堀 井

（労）曽 我

（使）吉 田

７-２ サービス業 労働者 R7. 5.16 ・入社支度金の支払い R7. 6.12

・経済的な損失に対する

損害賠償 （公）長 岐

（労）小 林

（使）時 田

７-３ 医療、福祉 労働者 R7. 9.12 ・パワハラに対する謝罪 －

・経済的な損失と精神的

（（ ） ）苦痛に対する損害賠償 使 豊 島

（注 ・事件番号は、暦年で付している。）

・ 不開始」及び「取下」で終結した事件については、所要日数を算定していない。「
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終結年月日 所 要

労働者側の主張 事業主側の主張

終結区分 日 数

・施設利用者とのトラブルで厳重 ・施設利用者からの苦情が続いた R7. 4.28 63日

注意を受けてまもなく、理由等 ため、必要な指示はした。他の

の説明もなく、利用者や他の職 職員と接しないようにするよう 解 決

員と接しないことを指示される な指示はしていない。契約更新

などのパワハラを受け、契約期 を視野に、改善すべき点は改善

間の途中で退職せざるを得なく して頑張ってほしいと思ってい

なった。経済的損失と精神的苦 た。パワハラにより退職に追い

痛に対する損害賠償を求める。 込んでいない。

・求人票記載業務とは異なる業務 ・入社支度金は、特定の業務につ R7. 7.24 70日

を面接時に紹介され、労働条件 いて人手不足を解消するための

に違いがないことを確認の上、 会社としての政策的な措置であ 打 切

入社したが、入社支度金が支払 る。それ以外の業務については

われなかった。この支払いを求 支払うための社内規定がない。

める。

・今般のトラブルのため、相談や

あっせん申請に要した交通費、

通信費、時間的損害について損

害賠償を求める。

・立場を利用した同僚のパワハラ ・一部の言動が「強く聞こえた」 R7.10.15 －

と、退職時の会社側の言動をパ というのであればそうなのかも

ワハラと感じており、これにつ しれないが、パワハラがあった 不開始

いて謝罪を求める。 という認識はない。

・休業と退職の強要により仕事を ・申請者の方から退職の意向が示

失ったことによる経済的損失と され、契約期間満了で退職して

精神的苦痛に対する損害賠償を いる。退職強要はしていない。

求める。
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あっせん員

指名年月日事 件 申 請

業 種 申請者 あっせん事項

番 号 年月日 あっせん員

（ ）あっせん員予定者

７-４ 不動産業、物 労働者 R7. 9.16 ・経済的な損失と精神的 R7. 9.30

品賃貸業 苦痛に対する損害賠償

（公）長 岐

（労）曽 我

（使）小 野

７-５ 卸売業、小売 労働者 R7.10.14 ・ハラスメントの当事者 R7.10.24

業 の諭旨退職又は懲戒解

雇 （公）梅 井

・経済的な損失に対する （労）小 川

損害賠償 （使）吉 田

（注 ・事件番号は、暦年で付している。）

・ 不開始」及び「取下」で終結した事件については、所要日数を算定していない。「
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終結年月日 所 要

労働者側の主張 事業主側の主張

終結区分 日 数

・同僚からの無視、事実でないパ ・申請者が主張する事実は確認で R7.10.22 37日

ワハラの訴え等に対し、会社に きず、また、相談等には適切に

相談し対処を求めたが、調査及 対処してきた。業務変更は申請 解 決

び改善策の検討が行われなかっ 者を慮ってのことである。

た。また、トラブルになってい

た同僚と同室・同時間帯の勤務

となる不当な配置転換を命ぜら

れた。退職を余儀なくされたこ

とによる経済的損失と精神的苦

痛に対する損害賠償を求める。

・同僚からハラスメントを受けた ・当該同僚から事情を聴取した結 R7.12. 1 49日

ため、会社に職場環境の改善を 果、そのような事実が確認でき

申し出たが 「指導の範疇」と たため、口頭注意した。諭旨退 解 決、

して取り合ってもらえず、依願 職、懲戒解雇処分については行

退職した。この同僚に諭旨退職 うつもりはない。

を促し、応じない場合は懲戒解 ・会社の責任に基づく損害賠償の

雇処分とすることを求める。 支払いについては、当社に非は

・使用者責任及び安全配慮義務を なく、現時点では支払うつもり

怠ったことに対する損害賠償を はない。

求める。
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第９節 労働委員会活性化に向けた取組

１ 概 要
人口減少・少子高齢化の進行、非正規雇用労働者の増加、ハラスメント関連法の改正、

解雇・雇い止めの増加などにより、労働を取り巻く環境は近年大きく変化している。こう

した中で、労使紛争の未然防止や早期・円満な解決のために、労働委員会がその機能を発

揮し、使命を十分に果たしていけるよう、認知度を高めるなどの労働委員会活性化に向け

た取組を行った。

２ 「個別労働紛争処理制度周知月間」における広報・周知
１０月を周知月間として、全国の労働委員会が制度の周知、広報を重点的に行ってい

る。当委員会でも、次の活動を行った。

(１) 街頭宣伝活動

・令和７年１０月３日（金）の通勤時間帯に、ＪＲ秋田駅前において、委員、事務

局職員が街頭宣伝活動を行い、リーフレット、ポケットティッシュを配布した。

(２) 県広報紙（全戸配付）を活用した制度周知

・県広報紙「あきたびじょん2025年10月号」において制度周知を行った。

(３) 各市町村への周知依頼

・市町村広報へ制度の掲載を依頼した。

・啓発用のポケットティッシュ及びポスターを送付し、制度周知への協力を依頼し

た。

(４) その他

・労働委員会ホームページ、県公式Ｘ・フェイスブック・ＬＩＮＥで周知月間中の

取組を告知した。

・包括協定等に基づき、県内のセブンイレブンにポスターの掲示を依頼した。

・各地域振興局に啓発用のポケットティッシュ及びポスターを送付し、制度周知へ

の協力を依頼した。

・連合秋田、県労連、県経営者協会、秋田商工会議所、秋田県商工会連合会、秋田

県中小企業団体中央会、秋田県社会保険労務士会に個別労働関係紛争の周知用リ

ーフレット及びポスターを配付し、制度周知への協力を依頼した。

・県内の主要郵便局へポスターを送付し、制度周知への協力を依頼した。
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３ 年間を通じた広報・周知
（１）出前講座の実施

労働法の周知を図り、労使紛争を未然に防ぐため、次のとおり出前講座を実施した。

①施設名（対象） 秋田県立秋田中央高等学校

期 日 令和７年１月２９日（水）

場 所 同校講堂

受講者 ５４名

演 題 「これから働き始めるみなさんへ ～安心して働くための基礎知識～」

講 師 秋田県労働委員会事務局 審査調整課 調整チーム

副主幹 渡部 雄二

②施設名（対象） 大森民生児童委員協議会

期 日 令和７年２月２６日（水）

場 所 大森地区交流センター 視聴覚室

受講者 １８名

演 題 「あなたや家族が労働トラブルに巻き込まれたら」

講 師 秋田県労働委員会事務局 審査調整課 調整チーム

主幹 秩父 克郎
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③施設名（対象） 秋田ふれあいこまち会

期 日 令和７年３月１日（土）

場 所 秋田市北部市民センター ３階 講堂

受講者 １０名

演 題 「あなたや家族が労働トラブルに巻き込まれたら」

講 師 秋田県労働委員会事務局 審査調整課 調整チーム

主幹 秩父 克郎

④施設名（対象） 秋田県立秋田明徳館高等学校（定時制課程）

期 日 令和７年３月１４日（金）

場 所 同校７階 体育館

受講者 １５３名

演 題 「これから働き始めるみなさんへ ～安心して働くための基礎知識～」

講 師 秋田県労働委員会事務局 審査調整課 調整チーム

主幹 成田 英明

⑤施設名（対象） 日本郵便株式会社東北支社秋田県本部

期 日 令和７年７月３１日（木）

場 所 秋田中央郵便局３階 講堂

受講者 １６名

演 題 「労使紛争の現状と職場のトラブル予防について」
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講 師 秋田県労働委員会事務局 審査調整課 調整チーム

主幹 成田 英明

⑥施設名（対象） 特別養護老人ホーム広青苑
こうせいえん

期 日 令和７年１０月１６日（木）

場 所 同苑会議室

受講者 ３３名

演 題 「職場の労働トラブル・ハラスメント問題を考えよう

～パワーハラスメントに対する法的理解を通して～」

講 師 秋田県労働委員会事務局 審査調整課 調整チーム

主幹 成田 英明

４ 研 修
令和７年度研修計画に基づき、定例総会に合わせ次の研修を実施した。

○事例研究会の開催

北海道・東北ブロックの研修会の事例議題を題材として、委員による意見発表、意

見交換等を行った。（令和７年４月２２日（火）及び９月１６日（火））

○講演会の開催

期 日 令和７年１２月１６日（火）

演 題 「労働委員会での活動と最新判例」

講 師 前秋田県労働委員会会長 弁護士 赤坂 薫
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